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固
定
資
産
税

■
１
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に
課
税

　

今
年
中
に
土
地
・
家
屋
を
取
得
し

た
場
合
や
家
屋
を
新
築
し
た
場
合

は
、
令
和
７
年
度
か
ら
固
定
資
産
税

が
課
税
さ
れ
ま
す
。
家
屋
を
新
築
や

増
改
築
し
た
と
き
は
、
税
務
課
へ
届

出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
登
記
申
請
を
し
た
人
は
届
出
の
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
は
届
出

が
必
要
で
す

  

今
年
中
に
家
屋
を
取
り
壊
し
た
場

合
、
そ
の
部
分
に
か
か
る
固
定
資
産

税
は
、
翌
年
か
ら
課
税
さ
れ
な
く
な

り
ま
す
。
必
ず
税
務
課
へ
届
出
を
し

て
く
だ
さ
い
。
届
出
を
し
な
い
と
、

引
き
続
き
課
税
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

■
償
却
資
産
の
申
告

　

市
内
に
事
業
用
の
償
却
資
産
を
所

有
し
て
い
る
人（
法
人
ま
た
は
個
人
）

は
、
毎
年
１
月
末
ま
で
に
該
当
す
る

資
産
を
申
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
今
年
１
月
２
日
以
降
に
資
産

の
入
れ
替
え
や
開
業
、
廃
業
、
個
人

か
ら
法
人
へ
の
資
産
の
異
動
な
ど
が

あ
っ
た
場
合
は
、
特
に
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
本
市
で
は
、固
定
資
産
税（
償

却
資
産
）
の
実
地
調
査
を
行
っ
て
い

ま
す
。
申
告
書
の
提
出
の
際
は
、
申

告
内
容
の
今
一
度
の
点
検
を
お
願
い

し
ま
す
。

【
令
和
７
年
度
分
申
告
書
類
】

配
布
時
期　

12
月
中
旬
（
予
定
）

提
出
期
限　

来
年
１
月
31
日
㈮

※
郵
送
ま
た
は
電
子
申
告
（
エ

ル
タ
ッ
ク
ス
）
で
の
申
告
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

eLTA
X

（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ https://w
w
w
.

eltax.lta.go.jp

12
月
は
「
税
収
確
保
重
点
月
間
」

　

大
切
な
市
税
を
確
保
す
る
た
め
、

12
月
を
税
収
確
保
重
点
月
間
と
定

め
、
夜
間
・
日
曜
日
の
納
税
相
談
の

ほ
か
電
話
・
訪
問
催
告
な
ど
を
実
施

し
ま
す
。

　

ま
た
、「
泉
佐
野
市
納
付
勧
奨
等

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
」
に
よ
る
納
付
勧

奨
も
行
い
ま
す
。
納
付
が
ま
だ
の
人

は
早
め
の
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
夜
間
・
休
日
納
税
相
談　

　

病
気
・
失
業
な
ど
の
特
別
な
事
情

に
よ
り
、
や
む
を
得
ず
納
期
限
ま
で

に
納
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
期
間
を

限
っ
た
納
税
猶
予
制
度
や
分
割
納
付

な
ど
の
方
法
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早

め
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時

●
夜
間
納
税
相
談
…
12
月
４
日
㈬
〜

６
日
㈮
は
午
後
８
時
ま
で

●
休
日
納
税
相
談
…
12
月
８
日
㈰ 

午
前
９
時
〜
正
午

■
滞
納
処
分　

　

滞
納
（
市
税
を
決
め
ら
れ
た
納
期

限
内
に
納
め
な
い
こ
と
）
に
な
る

と
、
ま
ず
は
督
促
状
や
催
告
状
に
よ

り
納
付
を
促
し
ま
す
が
納
付
相
談
も

な
く
、
市
税
を
滞
納
し
た
ま
ま
で
い

る
と
延
滞
金
が
か
さ
む
ば
か
り
で
な

く
、
納
付
期
限
内
に
納
め
た
納
税
者

と
の
税
の
公
平
を
保
つ
た
め
、
や
む

を
得
ず
滞
納
し
て
い
る
人
の
財
産
を

調
査
し
、
差
し
押
さ
え
る
な
ど
の
強

制
処
分
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
ら
な
い
よ

う
に
納
期
限
内
に
納
付
し
ま
し
ょ
う
。

■
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う

　

固
定
資
産
税（
償
却
資
産
分
含
む
）、

市
府
民
税
の
第
４
期
の
納
期
限
は
、

12
月
25
日
㈬
で
す
。
市
税
の
納
付
に

は
、便
利
な
口
座
振
替
の
ご
利
用
を
！

▲エルタックス

　

ま
た
、
地
方
税
お
支
払
サ
イ
ト
で

の
納
付
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済

（「
eL-

QR
」
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
納
付

用
バ
ー
コ
ー
ド
を
利
用
し
た
請
求
書

払
い
）
も
利
用
で
き
ま
す
。

給
与
所
得
者
・
年
金
受
給
者

の
た
め
の
還
付
申
告
会
場

　

泉
佐
野
税
務
署
で
は
、
確
定
申
告

期
間
前
に
、
年
金
受
給
者
、
給
与
所

得
者
の
医
療
費
控
除
、
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
、
中
途
退
職
者
を
対
象

と
し
た
還
付
申
告
の
作
成
・
提
出
会

場
を
、
イ
オ
ン
モ
ー
ル
り
ん
く
う
泉

南
２
階 

イ
オ
ン
ホ
ー
ル
（
泉
南
市

り
ん
く
う
南
浜
３
番
12
号
）
に
開
設

す
る
予
定
で
す
。
開
催
の
詳
細
は
、

広
報
１
月
号
に
掲
載
し
ま
す
。

　

な
お
、
税
務
署
を
は
じ
め
と
す
る

各
申
告
会
場
で
は
、
原
則
、
自
身
で

作
成
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
！

　

国
税
の
納
付
は
、
金
融
機
関
や
税

務
署
へ
出
向
く
こ
と
な
く
、
簡
単
・

便
利
な
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
を

利
用
し
て
く
だ
さ
い
。
各
種
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
納
付
の
手
続
の
詳
細
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

大阪府からのお知らせ
～12月は税収確保重点月間～

　みなさんから納めていただいた税金
は、教育、福祉、安全なまちづくりなど、
府民のみなさんの身近な生活に生かさ
れています。納期限までに納税いただ
きますよう、ご理解ご協力をお願いし
ます。
問合先　大阪府泉南府税事務所
　　　　（☎439-3601）

▶
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ©2014 大阪府もずやん
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